
令和８年度学習者用コンピュータ等（Windows）の共同調達 仕様書 

 

１ 概要 

  文部科学省が掲げるＧＩＧＡスクール構想実現のために公立義務教育諸学校に整備する学習

者用コンピュータ等について、共同調達会議体である「青森県ＧＩＧＡスクール推進協議会」

において、共同調達を行うものである。 

 

２ 共同調達機器及び仕様 

  別紙１「機器仕様詳細書（Windows）」のとおり。 

 

３ 仕様要件 

別紙１「機器仕様詳細書（Windows）」の条件を満たすこと。 

 

４ 納入条件 

（１）納入する機器は、製造から１年以内の新品かつ市販されている物とし、改造カスタマイズ

は不可とする。 

（２）OS及びアプリケーションは、納入する時点で最新版のものとすること。 

（３）納入時に契約物品の後継モデル若しくは後継バージョンが発売された場合で、やむを得な

い場合は、契約物品を後継モデル又は後継バージョンへ変更することを可能とする。ただし、

契約金額に変更のないことを条件とし、各参加自治体との協議を経るものとする。 

（４）納入する機器については、複数メーカーの端末を組み合わせることも可能とする。ただし、

各参加自治体との協議の上、納入する端末メーカーを決定すること。また、参加自治体毎に

同一メーカーが納入されるようにすること。 

（５）物品の納入に当たっては、各参加自治体の指示に従い納入すること。 

（６）納入場所までの輸送費用及び輸送に係る物品の保険費用は、受注者が負担すること。 

（７）納品完了後、各参加自治体の検収を受けるものとする。 

（８）納入完了後、必要に応じて操作説明を求める事があるので、留意すること。 

（９）受注者は検収後、１年以内において納入物品の設計・材料・製造等に起因する不具合が生

じたときは、修理又は交換する責を負うものとし、その費用は受注者が負担するものとする。

機器修理対応に関する依頼がある場合は、平日（土、日、祝日及び年末年始を除く）午前９

時から午後５時までに対応すること。 

 

５ 各参加自治体及び納入先、納入個数 

  各参加自治体：平川市、東北町 以上２自治体。 

納入先及び納入個数は、別紙２「納入先及び数量一覧（Windows）」によるものとする。 

 

６ 納入期限 

  令和９年３月３１日までの間で、各参加自治体が指定する日とする。公告時点で各参加自治 



体が予定している希望納入期限は、別紙２「納入先及び数量一覧（Windows）」によるものとす 

る。 

 納入日は、契約締結後に各参加自治体と協議の上、決定すること。特に納入に当たって、設 

置については、各参加自治体にスケジュール表を事前に提出の上、日程を調整すること。 

なお、教室への設置を要する場合は、授業に支障のない日程で行うなど、各参加自治体と協 

議の上実施すること。 


